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土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、

高木古田土地改良区（都城市）から平成19年９月21日付けで申請の

あった定款の変更を認可した。
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訓訓 令令

宮 崎 県 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 十 月 二 十 二 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

訓 令 第 十 一 号

本 庁

各 出 先 機 関

宮 崎 県 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

宮 崎 県 事 務 決 裁 規 程 （ 昭 和 四 十 年 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

別 表 第 三 （ そ の 一 ） 建 築 住 宅 課 の 項 課 長 特 定 専 決 事 項 の 欄 第 四 号

２ 中 「 第 三 十 四 条 第 十 号 ロ 」 を 「 第 三 十 四 条 第 十 四 号 」 に 改 め 、 同

号 中 ９ を と し 、 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。11 11

第 四 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 協 議 に10
関 す る こ と 。

別 表 第 三 （ そ の 一 ） 建 築 住 宅 課 の 項 課 長 特 定 専 決 事 項 の 欄 第 四 号

中 ８ を ９ と し 、 ７ を ８ と し 、 同 号 ６ 中 「 第 四 十 一 条 第 二 項 た だ し 書

（ 」 の 下 に 「 第 三 十 四 条 の 二 第 二 項 及 び 」 を 加 え 、 同 号 中 ６ を ７ と

し 、 ５ を ６ と し 、 ４ を ５ と し 、 ３ を ４ と し 、 ４ の 前 に 次 の よ う に 加

え る 。
別 表 第 三 （ そ の 一 ） 建 築 住 宅 課 の 項 課 長 特 定 専 決 事 項 の 欄 第 七 号

１ 中 「 第 十 二 項 」 を 「 第 十 三 項 」 に 、 「 同 条 第 十 三 項 」 を 「 同 条 第

十 四 項 」 に 改 め 、 同 号 ６ 中 「 第 六 十 八 条 の 五 の 四 第 一 項 」 を 「 第 六

十 八 条 の 五 の 五 第 一 項 」 に 改 め 、 同 号 ７ 中 「 第 六 十 八 条 の 五 の 五 第

一 項 」 を 「 第 六 十 八 条 の 五 の 六 第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 十 九 年 十 一 月 三 十 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別

表 第 三 （ そ の 一 ） 建 築 住 宅 課 の 項 課 長 特 定 専 決 事 項 の 欄 第 七 号 ６ 及

び ７ の 改 正 規 定 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。

３ 第 三 十 四 条 の 二 第 一 項 （ 第 三 十 五 条 の

二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 協 議 に 関 す る こ と 。

公公 告告
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